
(趣旨)

第1条この協定は、山形県地域防災計画に基づく災害時における被災住宅の

応急修理(以下「応急修理」という。)に関して、山形県知事(以下「知事」

という。)が、山形県建設労働組合連合会(以下「建設労組」という。)に協

力を求めるにあたって必要な事項を定めるものとする。

災害時における被災住宅の応急修理に関する協定書

(定義)

第2条この協定において、「応急修理」とは、災害救助法(昭和 22年法律第 118

号)第4条第1項第6号に定める住宅の応急修理をいう。

(応急修理業者名簿の提供)

第3条建設労組は、この協定に係る業務担当者名簿及び乙の会員(応急修理

を行うことができる者に限る。以下「応急修理業者」という。)の名簿を毎年

6月末までに知事に提供するものとする。

2 前項の名簿に掲載されることを承諾した応急修理業者は、第6条の規定に

基づく知事(災害救助法第 13条の規定に基づき、知事が応急修理を市町村の

長に委任した場合は、当該市町村の長。以下次条から第7条まで同じ。)の指

示に従うことに同意したものとみなす。

(協力要請の手続き)

第4条知事は、応急修理に関して建設労組に協力を要請しようとするときは、

住宅の被災状況、応急修理の実施方針その他必要な事項を記載した文書をも

つて建設労組に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等による

ことができる。この場合において、知事は、前記文書を事後速やかに提出し

なければならない。

(協力)

第5条建設労組は、前条の要請があったときは、可能な限り知事に協力する

ものとする。

(費用の負担)

第7条応急修理業者が前条の応急修理に要した費用(平成 25年10月1日内

閣府告示「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基

準」に定める限度額の範囲内に限る。)は、知事が負担するものとする。

(応急修理)

第6条知事は、応急修理業者に対し、修理の程度、方法及び期間を指示する

ものとする。

(連絡窓口)

第8条この協定に関する連絡窓口は、知事においては山形県県士整備部建築

住宅課、建設労組においては山形県建設労働組合連合会事務局とする。

(協議)

第9条この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度、知事

と建設労組で協議の上、定めるものとする。

(適用)

第 10条この協定は令和2年4月1日から適用する。

この協定を証するため本書2通を作成し、知事、建設労組で記名押印の上、

各自その1通を保有する。
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